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項目 検討状況

○　令和９年度の保険税水準統一までに基準を統一することと
　している「保険税の減免基準」及び「一部負担金の減免基
　準」について検討を行っている。

○　一部負担金減免の統一基準については国が示した減免基準
　に合わせていく方向で検討することとした。

○　保険税の減免基準の統一について、「収入減」による減免
　要件及び減免割合、対象期間は「埼玉県後期高齢者医療広域
　連合の基準」を準用することとした。

○　統一すべき項目のうち、「低所得」以外は既に協議済みで
　あるため、今後は「低所得」による減免基準統一案について
　検討を行う。

事務処理標準化ワーキング・グループにおける検討状況
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